
第 3号様式の 2(第 9条の3).      (表 )

景 観 配 慮 協 議 申 出 書

令和 8年 6月 17日

(宛先)鎌  倉 市 長

住 所 東京都 F代里区九段南
=正
■■番」 _■

届出者 氏 名 国家公務員基済組合連合会__理事量_¨松工__暴_
__壼里当■_            2__

電 話 03(3222)1841(担 当 :日■■■D

住 所 東京社贔11に上大に 工日__邸透 _1_量

代理人 氏 名 株式会社相和技術研究所 代表取締役 平野 尚久

__(担当二‐ _

電 話 o3(57_4Q)_6716

r法人その他の団体にあつては、その主たる事務所の 〕
ヒ所在地、名称及び代表者氏名を記入してください。 J

次のとお り申し出ます。

令和 一816117

土 地 利 用 類 型

の  名  称 海浜住商複合地

景 観 地 区 □ 内 ( )■ 外

「1た

計
封a
徊

住 所 東京都品川区上大崎二丁 目18香 1号

氏 名
株式会社相和技術研究所

代表取締役 平野 尚欠 (担当 :■

"

電 話 03(5740)6716

行

為

の

場

所

地 名 地 番 鎌倉市由比ガ浜四丁目1136番 -11の一部及び1136番‐12外 4筆

用 途 地 域 第二種住居地域 防火地域
□ 防火 □ 準防火
■ 指定なし

そ の 他 ■ 風致地区 □ 歴史的風土保存区域 □ その他 ( )

行

為

の

種

類

建  築  物 □ 新築  ■ 増築  □ 改築  □ 移転

開 発 □ 土地の区画の変更  ■ 土地の形質の変更

特 定 地 区 □ 内 (□ 由比ガ浜 □ 由比ガ浜中央 □ 鎌倉芸術館周辺地区 )■ 外

行 為 の 期 間 着手予定   令和 8年 12月 1日 完了予定  令和 10年 6月 30日





第３号様式の３（第９条の３）            

景 観 配 慮 に 関 す る 見 解 書 
 

 

１．共通事項 

行為計画地周辺の景観の特徴（景観的特性、景観資源等）をつかみ、記入する。 

 

着 眼 点 計 画 地 周 辺 の 現 況 等 記 入 欄  

地 域 的 特 徴 
鎌倉海浜公園由比ガ浜地区に面しており、周辺はマンションや戸

建住宅が建ち並ぶ閑静な地域 
 

まち並みの連続性 第三種風致地区により高さ10m程度の建物が建ち並んでいる  

周辺建物のデザイン グレーやアイボリー等色彩を抑えた品のある建物が多い  

眺 望 景 観 
海と緑豊かな丘陵に囲まれた閑静な住宅街であり、鎌倉海浜公園

から望む山並みに支障をきたしていない 
 

景 観 資 源 海と山を望める好立地であり、周辺に鎌倉海浜公園がある  

 

２．建築物の建築 

１で整理した内容、土地利用類型別の方針及び基準を踏まえ計画し、各項目の自己評価を

行い、配慮した事項を記入する。 

 

項 目 
自 己 
 

評 価 
配 慮 事 項 記 入 欄  

配 置 ○ 
増築のため既存棟を活かし、日影等周囲環境への影響を配慮した

配置とした。 
 

形 態 意 匠  ◎ 

既存棟及び周辺建物との調和を図るためシンプルな形状とし、 

津波避難場所の提供により屋上としているが、パラペット部に瓦状

の部分屋根を四周設置し景観配慮に努めた。 

 

色 彩  ◎ 
既存棟を継承。外壁は周囲に馴染む淡色とし、瓦状の部分屋根はス

ペイン瓦として海岸地区のリゾート感を演出している。 
 

建 築 設 備  ○ 
空調室外機置場は１階に設置し、部分的に置ききれないものを周辺

道路や隣地から見え難い屋上へ配置している。 
 

外 構 緑 化  ○ 
増築に影響のない部分は既存樹木の保全に努め、風致地区条例の基

準に則った緑地面積と本数以上の緑化に努めた。 
 

 

３．開発行為 

１で整理した内容、土地利用類型別の方針及び基準を踏まえ計画し、各項目の自己評価を

行い、配慮した事項を記入する。 

 

項 目 
自 己 
 

評 価 
配 慮 事 項 記 入 欄  

造 成  ◎ 

建物下を雨水流出抑制の貯留槽とするため掘削排出土の再利用と

近隣住宅へのプライバシー配慮を兼ね、建物周囲に丘状の緑地を

設け緑化に努めた。 

 

擁 壁   ○ 
既存の土地形状に合わせた造成に加え、上記の計画により道路境界

に間知ブロックによる擁壁を設置。 
 

敷き際・緑化   ○ 

海浜公園に面して海風を直接受ける敷地のため耐塩性のある樹種等

を選定し、条例の基準に則った緑地面積と本数以上の緑化に努め緑

豊かな街並みへの配慮に努めた。 

 

 

自己評価  ◎ ：十分配慮した 〇 ：配慮した △ ：部分的に配慮した × ：配慮できなかった 




















	IMG_20260625_0005.pdf
	公表図書（案）.pdf
	公表図書（案）.pdf
	公表図書（案）.pdf
	申出書_ページ_02
	申出書_ページ_04
	申出書_ページ_06
	申出書_ページ_07
	申出書_ページ_08
	申出書_ページ_09
	申出書_ページ_10
	申出書_ページ_11
	申出書_ページ_12


	260625 景観配慮に関する見解書.pdf
	260625 立面図


